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英語でコミュニケーション！英語でコミュニケーション！
　日頃からオンラインで海外交流を行っている　日頃からオンラインで海外交流を行っている
オーストラリアの小学生20人が、本市の４つのオーストラリアの小学生20人が、本市の４つの
小学校を訪れました。それぞれの学校では、英小学校を訪れました。それぞれの学校では、英
語での自己紹介や創作活動、昔遊び体験などを語での自己紹介や創作活動、昔遊び体験などを
通して、お互いの国や文化について楽しく理解通して、お互いの国や文化について楽しく理解
を深めました。�（７月４日�麻生小学校での様子）を深めました。�（７月４日�麻生小学校での様子）

令和６年６月

第２回
定例会



2行方市議会だよりNo.76

あ
ら
ま
し

◆第２回（６月）定例会は、５月31日から６月20日までの21日間にわたり開催され、
報告12件のほか、人事案件や補正予算など22件が市長から提出されました。議案は、
審査の結果、いずれも原案のとおり、可決・承認されました。また、一般質問では８
名の議員が登壇し、市の方針等を質しました。

第
２
回
定
例
会
の
経
過

※
議
案
の
内
容
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら 

　
５
月
31
日（
金
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　
【
本
会
議
】開
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
期
の
決
定
、
諸
般
の
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
案
の
上
程
、
提
案
理
由
の
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
会
付
託
（
請
願
）

　
６
月
４
日（
火
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
５
日（
水
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
７
日（
金
）【
本
会
議
】議
案
質
疑
、
委
員
会
付
託

　
　
　
11
日（
火
）【
総
務
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
12
日（
水
）【
教
育
厚
生
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
14
日（
金
）【
予
算
決
算
常
任
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
20
日（
木
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　
【
全
員
協
議
会
】　

　
　
　
　
　
　
　
【
本
会
議
】委
員
長
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
質
疑
、
討
論
、
採
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
員
の
派
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会
中
の
所
管
事
務
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会

令和6年 第２回定例会第２回定例会

　先日、2014 年の発表以来、10年振りに人口戦略会
議から「消滅可能性自治体」が公表されました。本市は
10年前の分析より若年女性の増減率の想定が若干低く
なったものの、依然として減少率が 59.6％と高く、消
滅可能性自治体として名が挙がっていますが、消滅可能
性自治体の如何にかかわらず、市民の皆さまがこのまち
で暮らしたい、暮らし続けたいと思えるような施策を講
じ続けるのが私の責務であります。
　この 10年間、この状況からの脱却を目指し、コロナ
禍を経て、新しい局面を迎える中で、今後は、これまで
の 10年間を検証し、アジャイルに施策を講じながら、本市の「暮らしやすさ」や「魅力」を上げるた
めに市役所が一丸となり、必要であれば躊躇せず抜本的な見直しを行っていかなければなりません。
　将来に希望がもてるまちづくりに向けて、今後とも、共に力を合わせてまいりたいと思いますので、
どうか市民の皆さま並びに議員各位におかれましては、引き続きご理解とご協力を賜りますようよろし
くお願い申し上げます。

第２回定例会　市長あいさつ及び提案理由の説明� 　第２回（６月）定例会（一部抜粋）
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審査の内容を一部抜粋してお伝えします。議決結果は８ページをご参照ください。

令和６年第２回行方市議会定例会 付託案件の審査

▼
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
行
方

市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
）

　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
５
年
法
律
第
48
号
）
の
う
ち
、
一
部

改
正
規
定
が
令
和
６
年
５
月
27
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と

に
伴
い
、
改
正
法
と
の
整
合
性
を
図
る
た
め
、
行
方
市

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の

利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平

成
27
年
行
方
市
条
例
第
24
号
）
の
一
部
を
改
正
し
、
同

日
か
ら
施
行
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
も
の

　
市
民
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得
率
、ま
た
、

本
市
が
目
指
す
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
は

　
申
請
率
は
82
・
９
％
、
交
付
率
は
75
・
２
％
と
な
っ

て
い
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
用
に
つ
い
て

は
、「
書
か
な
い
窓
口
」
等
、
市
民
の
手
間
を
省
け
る

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
な
が

ら
、
取
得
率
１
０
０
％
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。今
後
も
、国
の
動
向
を
注
視
し
な
が
ら
、

市
に
お
い
て
も
十
分
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
関
係
す

る
部
局
と
調
整
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

総
務
委
員
会

▼
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
（
行
方
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て
）

　
令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
地
方
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
６
年
法
律
第
４
号
）

が
令
和
６
年
３
月
30
日
に
公
布
さ
れ
、
令
和
６
年
４

月
１
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
行
方
市
税
条

例
（
平
成
17
年
行
方
市
条
例
第
54
号
）
の
一
部
を
改

正
し
、
同
日
か
ら
施
行
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
に

よ
る
も
の

▼
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
（
行
方
市
過
疎
地
域
に
お
け
る
固
定
資
産
税
の
課

税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て
）

　
令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
過
疎
地
域
の
持

続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
24
条
の

地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置

が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
（
令
和
３
年

総
務
省
令
第
31
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
が
令

和
６
年
３
月
30
日
に
公
布
さ
れ
、
令
和
６
年
４
月
１

日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
行
方
市
過
疎
地
域

に
お
け
る
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例

（
令
和
３
年
行
方
市
条
例
第
24
号
）
の
一
部
を
改
正

し
、
同
日
か
ら
施
行
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
に
よ

る
も
の

▼
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
（
行
方
市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
条
例
及
び
行
方

市
こ
ど
も
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て
）

　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
の
組
織
変
更
に
伴
い
、

行
方
市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
条
例
（
平
成
25
年
行

方
市
条
例
第
38
号
）及
び
行
方
市
こ
ど
も
館
条
例（
平

成
28
年
行
方
市
条
例
第
12
号
）
の
一
部
を
改
正
し
、

同
日
か
ら
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
た
め

▼
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
（
行
方
市
医
療
福
祉
費
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
）

　
茨
城
県
の
医
療
福
祉
費
支
給
制
度
（
マ
ル
福
）
の

改
正
に
伴
う
予
算
が
令
和
６
年
３
月
26
日
に
議
決
さ

れ
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
新
制
度
が
開
始
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
県
に
合
わ
せ
て
制
度
を
拡
充
す
る

た
め
、行
方
市
医
療
福
祉
費
支
給
に
関
す
る
条
例（
平

成
17
年
行
方
市
条
例
第
87
号
）
の
一
部
を
改
正
し
、

同
日
か
ら
施
行
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
も

の 教
育
厚
生

員
委

会
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▼
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
（
行
方
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て
）

　
令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
地
方
税
法
施
行

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
６
年
政
令
第

１
３
６
号
）
が
令
和
６
年
３
月
30
日
に
公
布
さ
れ
、

令
和
６
年
４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

行
方
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
（
平
成
17
年
行
方
市

条
例
第
58
号
）
の
一
部
を
改
正
し
、
同
日
か
ら
施
行

す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
も
の

▼
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
約
の
変
更

に
つ
い
て

　
行
政
手
続
き
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
５
年
法
律
第
48
号
）
の
施
行
に

よ
り
、
現
行
の
被
保
険
者
証
は
改
正
法
の
施
行
日
以

降
は
発
行
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
に
伴
い
、
規
約
別
表

中
の
被
保
険
者
証
等
の
用
語
の
整
理
を
行
う
他
、
関

係
市
町
村
の
共
通
経
費
負
担
金
の
納
入
額
算
出
に
用

い
る
人
口
及
び
高
齢
者
人
口
の
算
出
基
準
日
な
ど
の

整
理
を
行
う
も
の

　
【
請
願
者
】　

　
茨
城
県
厚
生
連
労
働
組
合

　
　
　
　
中
央
執
行
委
員
長　
宇
留
野　
正
志

　
【
紹
介
議
員
】　
髙
野　
市
郎

　
【
委
員
会
の
意
見
】

　
願
意
に
つ
い
て
は
十
分
に
理
解
で
き
る
が
、
実

現
性
を
鑑
み
た
場
合
、
現
時
点
で
は
趣
旨
採
択
す

べ
き
も
の
と
す
る

審
査
の
結
果

　
趣
旨
採
択

鹿
行
地
域
の
医
療
体
制
充
実
・
な
め
が
た
地
域

医
療
セ
ン
タ
ー
の
機
能
回
復
を
、
市
議
会
と
し

て
、
茨
城
県
と
茨
城
県
厚
生
連
に
求
め
る
請
願

請
願
の
要
旨

１　
鹿
行
地
域
の
医
療
体
制
の
維
持
・
充
実
の
た

め
、
茨
城
県
厚
生
連
な
め
が
た
地
域
医
療
セ

ン
タ
ー
の
医
師
確
保
と
運
営
費
確
保
に
つ
い

て
、
市
議
会
と
し
て
、
茨
城
県
と
県
厚
生
連

に
要
請
す
る
こ
と
。

２　
現
行
の
外
来
全
科
、
透
析
セ
ン
タ
ー
を
含
め

た
全
部
門
の
診
療
体
制
が
維
持
さ
れ
る
よ

う
、
茨
城
県
厚
生
連
へ
働
き
か
け
る
と
と
も

に
、
県
と
し
て
の
支
援
や
補
助
に
つ
い
て
茨

城
県
へ
も
要
請
す
る
こ
と
。

３　
な
め
が
た
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
で
の
救
急
受

け
入
れ
体
制
（
日
中・夜
間
）
再
開
の
た
め
、

採
り
う
る
方
策
を
茨
城
県
厚
生
連
お
よ
び
茨

城
県
や
関
係
各
所
と
と
も
に
検
討
し
実
施
す

る
こ
と
。

４　
入
院
・
手
術
機
能
を
段
階
的
に
回
復
さ
せ
る

よ
う
、
茨
城
県
厚
生
連
へ
の
働
き
か
け
と
、

県
と
し
て
の
支
援
や
補
助
を
お
こ
な
う
こ
と

を
茨
城
県
へ
要
請
す
る
こ
と
。

５　
行
方
市
と
し
て
、
２
０
２
３
年
12
月
に
茨
城

県
厚
生
連
と
行
方
市
の
間
で
締
結
さ
れ
た

「
地
域
医
療
連
携
協
定
」
の
中
身
を
よ
り
具

体
化
し
、
地
域
医
療
体
制
の
拡
充
を
進
め
る

こ
と
。

請　
願

　請願に対する議会の意思決定は、理論的に
は「採択」か「不採択」の２種類しかありま
せんが、議会としては請願の願意については
十分に理解できるが、実現性の面で確信が持
てないといった場合に採られる
請願に対しての決定の方法をい
います。

議会メモ：
「趣旨採択」とは…
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▼
令
和
６
年
度
行
方
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）
に
つ
い
て

　
一
般
会
計
に
補
正
の
必
要
が
生
じ
た
の
で
、
地
方

自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
２
１
８
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
提
案
す
る
も
の

　
　
　
企
画
事
務
費

　
移
動
市
役
所
業
務
委
託
料
に
お
け
る
事
業
内
容

に
つ
い
て

　
高
齢
化
や
公
共
交
通
の
脆
弱
化
に
よ
り
移
動
手

段
の
確
保
が
難
し
く
、
市
役
所
な
ど
に
行
く
こ
と

が
難
し
い
と
い
っ
た
市
民
の
方
々
か
ら
の
声
を
受

け
、
市
民
に
よ
り
近
い
と
こ
ろ
に
出
向
き
、
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う
も
の
が
移
動
市
役
所
と

な
り
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市

国
家
構
想
交
付
金
を
活
用
す
る
も
の
で
す
。

　
現
時
点
で
は
、
ジ
ャ
ン
ボ
タ
ク
シ
ー
サ
イ
ズ
の

車
両
内
に
パ
ソ
コ
ン
や
ウ
ェ
ブ
会
議
シ
ス
テ
ム
等

を
備
え
、
３
地
区
を
巡
回
す
る
よ
う
な
ル
ー
ト
を

検
討
し
て
い
ま
す
。
早
け
れ
ば
来
年
の
１
月
を
目

途
に
、
運
用
を
開
始
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

　
　
　
予
防
接
種
事
業

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
予
防
接
種
費
用
助
成
金

の
対
象
者
及
び
接
種
費
用
に
つ
い
て

　
本
年
４
月
か
ら
予
防
接
種
法
上
の
Ｂ
類
疾
病
と

な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
個
人
の
重
症
化
予
防
を
目

的
と
し
た
秋
冬
の
定
期
接
種
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

個
人
負
担
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

定
期
接
種
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
65
歳
以
上
の

方
と
、
60
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方
で
、
心
臓・腎
臓・

呼
吸
器
・
ヒ
ト
免
疫
不
全
等
の
障
害
が
あ
る
方
と

な
り
ま
す
。

　
接
種
費
用
に
つ
い
て
は
、
国
で
は
１
万
５
３
０
０

円
程
度
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
８
３
０
０
円

を
国
が
助
成
し
、
個
人
の
自
己
負
担
は
７
千
円
程

度
と
な
り
ま
す
が
、
本
市
に
お
い
て
３
５
０
０
円

を
助
成
し
、
最
終
的
な
自
己
負
担
額
は
３
５
０
０

円
程
度
と
な
り
ま
す
。

▼
令
和
６
年
度
行
方
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
に
つ
い
て

　
水
道
事
業
会
計
に
補
正
の
必
要
が
生
じ
た
の
で
、

地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
２
１
８

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
提
案
す
る
も
の

▼
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
（
令
和
５
年
度
行
方
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

11
号
）
に
つ
い
て
）

　
令
和
５
年
度
行
方
市
一
般
会
計
に
補
正（
第
11
号
）

の
必
要
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
も
の

　
　
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
募
集
事
業

　
行
方
市
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
に
お
け
る
ク
レ

ジ
ッ
ト
収
納
手
数
料
に
つ
い
て

　
令
和
５
年
４
月
か
ら
令
和
６
年
３
月
ま
で
に
納

め
ら
れ
た
金
額
に
対
し
て
精
査
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト

手
数
料
の
金
額
に
な
り
ま
す
。
ふ
る
さ
と
納
税
の

さ
ま
ざ
ま
な
サ
イ
ト
で
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
使
用
し
た

手
数
料
の
計
算
結
果
と
な
り
ま
す
。

常
任

予
算
決
算

員
委

会
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▼
令
和
５
年
度
行
方
市
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越

計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

▼
令
和
５
年
度
行
方
市
一
般
会
計
事
故
繰
越
し
繰
越

計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

▼
令
和
５
年
度
行
方
市
一
般
会
計
継
続
費
繰
越
計
算

書
の
報
告
に
つ
い
て

▼
令
和
５
年
度
行
方
市
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計

算
書
の
報
告
に
つ
い
て

▼
令
和
５
年
度
行
方
市
下
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越

計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

各委員会への 付託が省略された議案
議決結果は８ページをご参照ください。

～　議会へ請願・陳情される方へ　～

請願・陳情とは、市民が市政についての要望や意見を直接「議会」に提出する方法です。

※　請願書（陳情書）はその要旨、理由を簡単に
分かりやすく書いてください。

※　提出年月日、請願（陳情）者の住所、署名又
は記名押印してください。

※　請願書は、１人以上の紹介議員が必要で、表紙
に自筆による署名又は記名押印が必要です。

※　紹介議員がつかないときは、陳情書としてく
ださい。

※　提出方法については、議会事務局へお問い合
わせください。

○○○に関する
請願（陳情）書

紹介議員
署名又は
記名押印　　　　　印

○○○に関する請願
（陳情）

1. 要旨
2. 理由

令和　年　月　日
請願（陳情）者の住所
署名又は
記名押印　　　　　印
行方市議会議長　　殿

（表紙例） （内容例）

▼
農
業
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

　
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
26
年
法
律

第
88
号)

第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の

同
意
を
求
め
る
議
案
と
し
て
、
議
案
第
32
号
か
ら
議

案
第
50
号
ま
で
の
19
件
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
任
期
は
、
令
和
６
年
９
月
２
日
か
ら
令
和
９
年
９

月
１
日
ま
で
の
３
年
間
で
す
。

行方市議会では、夏の軽装（クールビズ）を
推進しています

期間：５月１日～ 10 月 31 日

　今定例会では、ノーネクタイ、ノー上着で一般質問
等を行いました。



なめがたネット放送局を検索し、市議会録画中継へ
これまでの録画中継はこちらから▶

本会議の様子を「なめがたエリアテレビ」にて、
生中継しています。

　インターネット（パソコン、スマホ）
では、録画中継をしています。
　現在、平成 29 年第２回定例会から
令和６年第１回定例会までがご覧にな
れます。準備が整い次第、令和６年第
２回定例会も公開いたします。

なめがたエリアテレビ視聴方法のご案内
　防災対応型エリア放送「なめがたエリアテレビ」については、微弱な電波での許可のため、防
風林等の遮蔽物により、ご家庭での受信に格差が生じており、大変ご迷惑をお掛けしています。
　「なめがたエリアテレビ」をご視聴いただくためには、ご家庭のテレビでチャンネルスキャンを
していただく必要がございます。

　　※チャンネルスキャンの方法はこちらから▶

　なお、電波受信エリアであっても、チャンネルスキャンの結果、受信できない場合は、市負担
による専用アンテナ設置等の工事を実施しますので、お手数でも事業推進課までご連絡ください。

　【問い合わせ】　事業推進課（麻生庁舎）
　　　　　　　　エリアテレビお問い合わせ専用　フリーダイヤル　０１２０－７２－０８１８

7 行方市議会だより No.76

本会議の内容を知りたい
「行方市議会　会議録検索システム」

　本会議の内容は、なめがた
エリアテレビや、インター
ネット録画中継でもご覧にな
れますが、会議の公式記録は
会議録となります。会議録は、
インターネットにて全文を確
認できます。
　市議会ホームページで「会
議録」を選択してください。
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《市長提出議案》

令和６年第２回行方市議会定例会　提出議案議決結果
議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

報告第 ７ 号
専決処分の承認を求めることについて
（行方市行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人
情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について）

原案承認（全会一致） 総務委員会

報告第 ８ 号 専決処分の承認を求めることについて
（行方市税条例の一部を改正する条例について） 原案承認（全会一致） 総務委員会

報告第 ９ 号
専決処分の承認を求めることについて
（行方市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条
例の一部を改正する条例について）

原案承認（全会一致） 総務委員会

報告第 10号
専決処分の承認を求めることについて（行方市子ども・子育
て会議条例及び行方市こども館条例の一部を改正する条例に
ついて）

原案承認（全会一致） 教育厚生委員会

報告第 11号
専決処分の承認を求めることについて
（行方市医療福祉費の支給に関する条例の一部を改正する条
例について）

原案承認（全会一致） 教育厚生委員会

報告第 12号 専決処分の承認を求めることについて
（行方市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について） 原案承認（全会一致） 教育厚生委員会

報告第 13号 専決処分の承認を求めることについて
（令和５年度行方市一般会計補正予算（第 11号）について） 原案承認（全会一致） 予算決算常任委員会

報告第 14号 令和５年度行方市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ
いて ― ―

報告第 15号 令和５年度行方市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告につ
いて ― ―

報告第 16号 令和５年度行方市一般会計継続費繰越計算書の報告について ― ―

報告第 17号 令和５年度行方市水道事業会計予算繰越計算書の報告につい
て ― ―

報告第 18号 令和５年度行方市下水道事業会計予算繰越計算書の報告につ
いて ― ―

議案第 32号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 33号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 34号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 35号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 36号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 37号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 38号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 39号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 40号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 41号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 42号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 43号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 44号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 45号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 46号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 47号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 48号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 49号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 50号 農業委員会委員の任命について 原案同意（全会一致） ―
議案第 51号 茨城県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 原案可決（全会一致） 教育厚生委員会
議案第 52号 令和６年度行方市一般会計補正予算（第１号）について 原案可決（全会一致） 予算決算常任委員会
議案第 53号 令和６年度行方市水道事業会計補正予算（第１号）について 原案可決（全会一致） 予算決算常任委員会

《請願・陳情》
議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

請願第 １ 号 鹿行地域の医療体制充実・なめがた地域医療センターの機能
回復を、市議会として、茨城県と茨城県厚生連に求める請願 趣旨採択 教育厚生委員会
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第２回（６月）定例会で補正された予算（令和６年度）
議案番号 補正額（総額） 主な内容 議決結果

議案第 52 号
一般会計補正予算

（第１号）

５億 4,597 万１千円 増額
（196 億 4,597 万１千円）

　・企画事務費（移動市役所業務委託料ほか）/　
 2,150 万円
　・新たな低所得世帯支援及び定額減税補足給付事業　/
 ２億 9,934 万２千円
　・予防接種事業　/　7,866 万３千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

原案可決
（全会一致）

議案第 53 号
水道事業会計

補正予算
（第１号）

【収益的収入】
38 万円 増額

（９億 2,300 万４千円）
【収益的支出】
38 万円 増額

（８億 769 万１千円）

【収益的収入】
　・水道基本料金減免分　/　△ 5,125 万５千円
　・光熱費高騰対策支援事業補助金
　　（水道基本料金減免分＋委託料）/　5,163 万５千円

【収益的支出】
　・委託料（水道料金システム改修費ほか）　/　38 万円

原案可決
（全会一致）

※補正予算は予算決算常任委員会に付託されました。

第２回（６月）定例会で補正された予算（令和５年度）
議案番号 補正額（総額） 主な内容 議決結果

報告第 13 号
一般会計補正予算

（第 11 号）

１億 5,688 万３千円 増額
（204 億 1,505 万１千円）

〇専決処分の承認を求めることについて
　・ふるさと応援寄附金募集事業　/　693 万円
　・財政調整基金積立金　/　6,373 万９千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

原案承認
（全会一致）

スマホで読める！議会だより
デジタルブック配信しています

※　デジタルブックの配信は発行日の 10 日後となります。

無料アプリ『カタポケ』
このアイコンが目印です。

○ブラウザでもアプリでも、スマホやタブレットで読めます。
○ 10 言語で読めます。
○音声読み上げもできます。
○文字サイズを調整できます。
　※ブラウザは音声読み上げに対応しておりません。

音声読み上げには無料アプリ（カタポケ）の
インストールが必要です。



市の考えを問います
一 般 質 問

小野瀬　忠利�議員
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６月４日（４議員）
小野瀬　忠利（一問一答）���10 ページ
　１．新庁舎建設
　２．行政組織
　３．行政運営
　４．教育行政

宮嵜　　和洋（一問一答）���11 ページ
　１．消防団
　２．子ども
　３．観光事業

髙木　　　正（一問一答）���11 ページ
　１．少子高齢化、消滅市の現実化に対しての行方市の

命運をかけた行政課題（霞ケ浦ふれあいランド再
生整備事業、市有財産処分、医療体制の充実と新
庁舎の在り方）

伊勢山　仙寿（一問一答）���12 ページ
　１．つくば霞ヶ浦りんりんロード
　２．農業機械、資材、農作物の盗難
　３．物価高騰対策

８名の議員が登壇し、執行部に対し方針等を問いま
した。
紙面の内容は、質問・答弁共に議員自らが要約・執
筆、寄稿したものを掲載しています。

６月５日（４議員）
髙橋　　正信（一括後一問一答）�12 ページ
　１．将来に希望の持てるまちづくり

阿部　孝太郎（一問一答）���13 ページ
　１．行政のデジタル化
　２．再エネ導入支援業務
　３．公共交通・スクールバスの運用と整備

山口　　律理（一問一答）���13 ページ
　１．霞ケ浦ふれあいランド再生整備事業
　２．新庁舎建設
　３．北浦荘
　４．市営路線バス
　５．霞ケ浦の水質浄化
　６．旧手賀小学校などの解体工事の談合情報
　７．旧大和第一小学校・旧大和幼稚園跡地売却

小林　　　久（一括後一問一答）�14 ページ
　１．各部の主な事業
　２．新副市長の所信
　３．新教育長の所信

行
政
運
営

問　
企
画
部
に
お
け
る
事
業
の
進
め
方

に
つ
い
て

答　
企
画
部
長　
複
数
の
部
局
に
関
連

す
る
事
業
や
、
市
に
お
い
て
前
例
の
な

い
事
業
な
ど
に
つ
い
て
は
、
企
画
部
が

事
業
の
企
画
立
案
か
ら
施
設
整
備
、
管

理
運
営
を
行
う
事
業
者
の
選
定
ま
で
実

施
し
た
後
に
、
各
事
業
担
当
課
へ
事
業

を
引
き
継
ぐ
と
い
う
手
法
で
進
め
て
ま

い
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
霞
ケ
浦
ふ
れ

あ
い
ラ
ン
ド
再
生
整
備
事
業
に
つ
き
ま

し
て
は
、
企
画
部
で
計
画
を
策
定
し
、

事
業
者
を
選
定
し
、
現
在
施
設
整
備
を

実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
近
い

将
来
、
全
て
の
施
設
の
管
理
運
営
が
開

始
さ
れ
た
段
階
で
、
も
っ
と
も
関
連
性

の
高
い
部
局
へ
事
業
を
引
き
継
ぐ
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
事
業
を
進
め

る
こ
と
と
な
る
地
域
振
興
施
設
整
備
事

業
に
つ
き
ま
し
て
も
、
各
関
係
部
局
と

密
接
に
連
携
を
し
て
事
業
を
進
め
て
い

く
と
と
も
に
、
適
切
な
時
点
に
お
い
て

引
継
ぎ
を
行
う
な
ど
、
円
滑
な
行
政

運
営
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

教
育
行
政

問　
児
童
生
徒
の
よ
り
良
い
環
境
づ
く

り
に
つ
い
て

答　
教
育
長　
行
方
市
学
校
教
育
プ
ラ

ン
を
策
定
し
、
デ
ジ
タ
ル
化
や
グ
ロ
ー

バ
ル
化
に
対
応
で
き
、
確
か
な
学
力
を

持
っ
た
人
材
の
育
成
の
た
め
の
取
組
や

環
境
づ
く
り
を
着
実
に
進
め
て
お
り
ま

す
。
そ
の
最
前
線
が
学
校
で
あ
り
、
実

際
の
取
組
を
進
め
て
い
た
だ
く
の
は
教

職
員
で
す
。
現
在
、
こ
の
教
職
員
の
働

き
方
改
革
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
長

時
間
勤
務
の
是
正
は
急
務
で
あ
る
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
今
年
度
は
部
活
動
の

地
域
移
行
を
進
め
る
と
と
も
に
、
特
別

支
援
教
育
の
支
援
員
の
増
員
と
業
務
内

容
の
拡
大
を
は
じ
め
、
学
校
サ
ポ
ー

タ
ー
の
配
置
に
よ
る
学
校
業
務
支
援
や

地
域
・
保
護
者
等
の
主
体
的
な
登
下
校

支
援
、
さ
ら
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
活
用

に
よ
る
業
務
の
効
率
化
を
進
め
、
さ
ら

な
る
教
育
の
質
の
向
上
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。
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消
防
団

問　
操
法
大
会
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト

で
は
１
番
「
操
法
よ
り
実
戦
に
近
い
訓

練
に
変
え
る
」
３
３
５
人
、
２
番
「
大

会
を
選
抜
制
で
部
の
出
場
回
数
を
減
ら

す
」
99
人
、
３
番
「
出
場
間
隔
を
３
年

に
１
回
に
変
更
し
て
大
会
を
実
施
す

る
」
47
人
、
４
番
「
出
場
間
隔
を
２
年

に
１
回
で
大
会
を
実
施
す
る
」
43
人
、

５
番
「
練
習
回
数
を
減
ら
す
、
時
間
制

限
を
設
け
る
」
16
人
と
い
う
結
果
に

な
っ
た
が
今
後
ど
う
す
る
の
か

答　
総
務
部
長　
令
和
７
年
度
か
ら
の

操
法
大
会
に
つ
い
て
は
、
３
分
の
１
ず

つ
の
出
場
に
見
直
し
、
練
習
時
間
の
制

限
を
か
け
る
検
討
を
し
て
い
ま
す
。

問　
操
法
大
会
を
廃
止
し
た
自
治
体
は

あ
る
の
か

答　
総
務
部
長　
現
在
、
市
単
独
で
の

操
法
大
会
を
実
施
し
て
い
る
の
は
茨
城

県
内
44
市
町
村
の
う
ち
16
市
町
村
で
あ

り
、
最
近
、
５
市
町
村
が
操
法
大
会
を

や
め
て
い
ま
す
。

問　
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
ど
お
り
、
操

法
大
会
は
直
ち
に
廃
止
し
て
、
大
会
の

代
わ
り
に
中
継
訓
練
や
夏
季
訓
練
、
研

修
や
講
習
会
の
実
施
に
切
り
替
え
な
け

れ
ば
民
意
の
否
定
だ
と
思
う
が
、
廃
止

の
決
断
は
誰
が
す
る
の
か

答　
市
長　
決
断
と
な
れ
ば
多
分
団
長

で
す
の
で
、
参
考
人
招
致
を
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
そ
の
答
え
が
出
る
と
は
思

い
ま
す
。

問　
羽
生
消
防
団
に
つ
い
て
現
在
の
進

捗
状
況
は

答　
総
務
部
長　
ど
う
す
れ
ば
退
団
し

た
団
員
が
戻
っ
て
く
る
の
か
を
、
た
だ

い
ま
協
議
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も

問　
多
子
世
帯
補
助
に
つ
い
て

答　
市
長 　
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が

い
る
方
の
経
済
的
負
担
を
下
げ
る
と
い

う
施
策
を
今
後
も
展
開
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

問　
危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
撤
去
補
助
に

つ
い
て

答　
建
設
部
長　
残
念
な
が
ら
今
現
在

補
助
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
況
で
は

あ
り
ま
す
が
、
県
内
市
町
村
の
補
助
要

綱
等
を
参
考
に
、
危
険
性
、
通
行
上
の

安
全
性
、
市
の
財
政
も
考
慮
し
な
が
ら

精
査
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

少
子
高
齢
化
、
消
滅
市
の
現
実

化
に
対
し
て
の
行
方
市
の
命
運

を
か
け
た
行
政
課
題
（
霞
ケ
浦

ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
再
生
整
備
事

業
、
市
有
財
産
処
分
、
医
療
体

制
の
充
実
と
新
庁
舎
の
在
り
方
）

真
の
市
民
本
位
の
あ
る
べ
き

事
業
の
在
り
方
に
つ
い
て
見

解
を
問
う
（
継
続
的
質
問
）

問　
霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
再
生
整

備
事
業
に
つ
い
て
、
７
月
末
に
オ
ー
プ

ン
で
き
る
か
確
認
し
た
い
。
ま
た
、
こ

の
事
業
に
つ
い
て
水
戸
地
方
検
察
庁
の

調
査
が
入
っ
た
話
は
事
実
か

答　
市
長　
オ
ー
プ
ン
は
、
ほ
ぼ
見
通

し
が
つ
き
ま
し
た
。
水
戸
地
方
検
察
庁
に

つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
契
約
を

し
て
い
る
の
か
の
調
査
が
あ
り
ま
し
た
。

問　
霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
再
生
整

備
事
業
に
対
し
て
は
、
市
民
か
ら
な
ぜ

キ
リ
ン
を
メ
イ
ン
に
す
る
の
か
な
ど
疑

問
が
あ
り
、
合
意
形
成
が
で
き
て
い
な

い
と
考
え
る
。
17
年
間
の
債
務
負
担
行

為
の
中
で
、
そ
の
間
、
地
元
へ
の
経
済

効
果
は
ど
の
く
ら
い
見
込
ん
で
い
る
か

答　
市
長　
観
光
物
産
館
こ
い
こ
い
で

の
売
り
上
げ
も
含
め
、
だ
い
た
い
４
億

円
か
ら
５
億
円
の
経
済
効
果
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
複
数
年
間

に
お
い
て
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
見
直
し
等
も

考
え
た
上
で
の
計
算
と
な
り
ま
す
。
な

ぜ
、
キ
リ
ン
が
メ
イ
ン
か
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
草
食
動
物
系
が
施
設
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
が
し
や
す
い
と
い
う
点
が
あ

る
か
ら
で
す
。
キ
リ
ン
の
他
に
十
数
種

類
の
動
物
も
お
り
ま
す
が
、
入
場
者
が

飽
き
て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
よ
う
、
コ
ン

テ
ン
ツ
の
変
更
も
可
能
と
い
う
点
に
お

い
て
、今
後
の
展
開
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

問　
副
市
長
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
自

分
の
経
験
を
生
か
し
て
、
ど
の
よ
う
に

本
市
へ
の
貢
献
等
を
考
え
て
い
る
か

答　
副
市
長　
本
市
に
は
非
常
に
魅
力

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
茨
城
県
産
の
農

産
物
は
大
量
に
安
い
と
い
う
実
態
の
中

で
、
本
市
の
農
水
産
物
や
生
産
者
の
魅

力
な
ど
が
光
り
輝
け
る
よ
う
に
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

問　
こ
の
事
業
に
対
し
て
の
指
導
管
理

評
価
調
査
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
。

３
度
延
長
に
よ
る
損
害
請
求
や
度
々
の

設
計
変
更
、
税
金
の
対
価
支
払
は
行
政

の
怠
慢
で
あ
り
、
不
当
で
は
な
い
か

答　
市
長　
中
期
的
評
価
が
ポ
イ
ン
ト

で
あ
り
、
オ
ー
プ
ン
し
た
頃
、
確
実
に
し

ま
す
。
ま
た
、
遅
延
に
よ
る
損
害
金
の
立

証
は
ま
だ
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
設
計

変
更
に
お
い
て
は
認
め
さ
せ
て
い
ま
す
。
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つ
く
ば
霞
ヶ
浦
り
ん
り
ん

ロ
ー
ド

問　
現
状
と
今
後
の
動
向

答　
市
長　
茨
城
県
の
デ
ー
タ
に
よ
る

と
、
令
和
５
年
度
の
利
用
者
は
平
成

30
年
度
に
比
べ
、
４
万
４
千
人
増
の

12
万
５
千
人
と
増
加
し
ま
し
た
。
経
済

効
果
が
出
る
よ
う
、
今
後
利
便
性
を
高

め
る
た
め
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
Ｐ
Ｒ
を
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

答　
経
済
部
長　
環
境
整
備
を
進
め
る

中
、
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
「
な
め
チ
ャ
リ

２
０
２
４
」を
開
催
し
ま
し
た
。
ま
た
、

筑
波
山
と
霞
ケ
浦
を
バ
ッ
ク
に
写
真
が

撮
れ
る
「
映
え
ス
ポ
ッ
ト
」
等
を
模
索

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

農
業
機
械
、
資
材
、
農
作
物

の
盗
難

問　
実
情
の
把
握
と
盗
難
対
策

答　
総
務
部
長　
茨
城
県
内
に
お
い
て
、

令
和
５
年
度
は
窃
盗
犯
が
１
万
４
７
８

９
件
、
昨
年
度
よ
り
３
１
４
７
件
増
と

多
く
を
占
め
て
い
ま
す
。本
市
の
盗
難

対
策
と
し
て
は
、市
内
19
カ
所
に
20
基

の
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
、
犯
罪
等
が

起
こ
っ
た
場
合
に
は
、
カ
メ
ラ
映
像
の

提
供
も
行
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
犯

罪
抑
止
に
は
自
助
努
力
も
必
要
な
こ
と

か
ら
、
今
後
も
情
報
収
集
に
心
が
け
、

行
方
警
察
署
と
連
携
し
な
が
ら
、
市
民

の
防
犯
意
識
向
上
の
た
め
、
防
災
無
線

や
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
、
な
め
が
た
エ
リ

ア
テ
レ
ビ
等
で
の
注
意
喚
起
を
行
っ
て

ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
関
係
団
体
や
警

察
等
、
関
係
機
関
と
連
携
し
、
情
報
の

共
有
等
を
図
り
な
が
ら
「
泥
棒
が
泥
棒

し
に
く
い
ま
ち
」
と
し
て
取
組
を
進
め

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

物
価
高
騰
対
策

問　
物
価
高
騰

答　
市
長　
世
界
的
な
物
価
高
、
イ
ン

フ
レ
の
中
、
日
本
は
可
処
分
所
得
自
体

が
上
昇
し
て
い
な
い
現
状
に
あ
り
ま

す
。
本
市
と
し
て
は
、
財
政
を
鑑
み
な

が
ら
市
民
へ
の
補
助
を
で
き
る
限
り
講

じ
つ
つ
、
そ
し
て
国
か
ら
の
補
助
を
で

き
る
限
り
要
望
し
て
ま
い
り
ま
す
。

答　
企
画
部
長　
物
価
高
騰
対
応
重
点

支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
を
最
大
限

活
用
し
、
水
道
基
本
料
金
の
30
％
を
６

カ
月
間
減
免
す
る
こ
と
を
、
今
定
例
会

に
補
正
予
算
と
し
て
提
案
し
て
い
ま

す
。

将
来
に
希
望
の
持
て
る
ま
ち

づ
く
り

問　
地
域
医
療
提
供
体
制
の
確
保
に
対

し
て
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
こ

う
と
し
て
い
る
の
か

答　
市
長　
救
急
医
療
を
ど
う
す
る
か

と
い
う
と
こ
ろ
の
問
題
で
、
ド
ク
タ
ー

カ
ー
の
導
入
が
で
き
る
か
現
在
検
討
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
休
日
・

祝
日
医
療
機
関
が
開
い
て
い
な
い
と
こ

ろ
を
医
師
会
や
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
と
相

談
し
な
が
ら
開
設
で
き
る
よ
う
施
策
を

考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
、

訪
問
医
療
で
す
。
お
医
者
さ
ん
が
各
家

庭
に
診
察
に
行
く
、
訪
問
医
療
を
行
う

よ
う
な
方
策
を
現
在
検
討
し
て
い
る
最

中
で
す
。

問　
子
育
て
世
代
の
方
々
へ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
、
自
由
記
載
の
欄
に
「
公

園
が
な
い
、
こ
ど
も
が
安
心
し
て
遊
べ

る
公
園
が
欲
し
い
」
と
い
う
ご
意
見
・

ご
要
望
が
非
常
に
多
か
っ
た
。
ま
ず
は

現
在
あ
る
公
園
（
17
カ
所
）
の
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
を
作
っ
て
周
知
し
、
提
供
し
て

い
た
だ
き
た
い

答　
建
設
部
長　
公
園
の
み
の
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
を
作
成
す
る
か
、
市
内
施
設
を

含
め
て
一
体
的
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
す

る
か
、
今
後
関
係
部
署
と
協
議
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問　
子
ど
も
た
ち
の
保
護
者
の
求
め
る

大
き
な
公
園
、
市
民
の
憩
い
の
場
と
な

る
公
園
づ
く
り
へ
市
長
の
所
見
を
伺
い

た
い

答　
市
長　
大
き
な
公
園
と
な
れ
ば
、

こ
の
後
、
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
周
辺
へ

複
合
施
設
等
の
予
定
が
あ
り
ま
す
の

で
、
そ
こ
へ
付
帯
さ
せ
な
が
ら
、
公
園

整
備
の
計
画
も
合
わ
せ
て
情
報
発
信
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

問　
不
登
校
の
児
童
生
徒
に
対
し
て
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
自
宅
学
習
し
て
出
席
扱

い
を
認
め
る
取
組
を
し
て
い
る
と
こ

ろ
、
学
び
の
多
様
化
学
校
を
開
設
し
て

取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
、
ま
た
、
校

内
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
と
い
う
取
組
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

で
様
々
な
対
応
を
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
取
組
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
か

答　
教
育
長　
現
在
、
市
内
の
北
浦
中

学
校
に
お
い
て
も
、
校
内
フ
リ
ー
ス

ク
ー
ル
を
開
設
す
る
べ
く
、
そ
の
準
備

に
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
先
駆
的

に
行
っ
た
も
の
の
効
果
が
見
ら
れ
れ

ば
、
こ
れ
も
広
が
っ
て
い
く
可
能
性
が

あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
努

力
し
て
い
き
ま
す
。



一般質問

山口　律理 議員

阿部　孝太郎 議員

13 行方市議会だより No.76

行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化

問　
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
捗
状
況
と
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
は
ど
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
か

答　
市
長　
市
民
向
け
の
取
り
組
み
と

し
て
、
主
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

普
及
と
行
政
手
続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

を
進
め
て
き
ま
し
た
。
市
役
所
内
部
に

お
い
て
は
、
Ａ
Ｉ
や
業
務
を
自
動
化
す

る
Ｉ
Ｔ
ツ
ー
ル
の
導
入
を
進
め
、
行
政

の
省
力
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
課
題
と
し
て
は
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の

標
準
化
・
共
通
化
に
伴
い
、
行
政
の
業

務
改
革
を
効
果
的
に
進
め
る
必
要
が
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
化
す
る

社
会
に
市
民
が
取
り
残
さ
れ
な
い
よ

う
、
国
の
交
付
金
を
活
用
し
、
マ
ル
チ

コ
ピ
ー
機
を
利
用
し
た
「
書
か
な
い
窓

口
推
進
事
業
」や「
移
動
市
役
所
事
業
」

に
取
り
組
む
な
ど
、
対
策
を
進
め
て
い

き
ま
す
。

問　
デ
ジ
タ
ル
リ
テ
ラ
シ
ー
向
上
策
は

答　
総
務
部
長　
行
政
手
続
き
や
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
順
次
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

に
対
応
さ
せ
、
デ
ジ
タ
ル
に
触
れ
る
機

会
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
ま

す
。

再
エ
ネ
導
入
支
援
業
務

問　
再
エ
ネ
導
入
支
援
業
務
の
事
業
内

容
と
今
後
の
展
開
は

答　
市
長　

環
境
基
本
計
画
を
は
じ

め
、
行
方
市
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ

ジ
ョ
ン
な
ど
の
各
種
の
計
画
に
お
い

て
、
脱
炭
素
に
資
す
る
施
策
を
進
め
ま

す
。
ひ
と
つ
と
し
て
、
一
般
家
庭
お
よ

び
農
作
物
生
産
に
お
い
て
排
出
さ
れ
た

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
原
料
と
し
た
、
熱

分
解
油
化
装
置
の
導
入
を
検
討
し
ま

す
。

答　
経
済
部
長　
防
災
強
靱
化
の
向
上

の
た
め
の
太
陽
光
発
電
・
蓄
電
設
備
の

導
入
可
能
性
の
調
査
と
、
資
源
有
効
活

用
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
設
と
し
て
、
排

熱
利
用
施
設
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
油
化

施
設
、
そ
し
て
、
稲
わ
ら
・
も
み
殻
リ

サ
イ
ク
ル
施
設
の
導
入
へ
向
け
た
可
能

性
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
再

生
整
備
事
業

問　
予
定
キ
リ
ン
３
頭
は
、
２
歳
が
２

頭
、６
歳
が
１
頭
で
あ
る
が
、…(

略)

。

縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
オ
ス
同
士
の
３
頭

な
の
で
、
弱
い
者
は
ば
か
ば
か
と
や
ら

れ
て
し
ま
う
。
日
本
で
は
、
こ
う
い
う

動
物
園
は
他
に
な
い
と
思
う
。
こ
れ
は

も
う
虐
待
そ
の
も
の
だ
と
思
う
が

答　
市
長　
虐
待
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
動
物
園
水
族
館
協
会
が
定
め
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う

な
こ
と
で
飼
育
す
る
も
の
に
な
り
、
他

に
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
の
根
拠
が
分
か

り
ま
せ
ん
。

新
庁
舎
建
設

問　
一
般
の
人
た
ち
は
、
こ
う
い
う
不

景
気
の
ご
時
世
で
、
消
滅
可
能
自
治
体

に
も
指
定
さ
れ
、
先
が
ど
う
な
る
の
か

も
分
か
ら
な
い
の
に
、
病
院
機
能
復
活

の
障
害
に
な
る
よ
う
な
救
急
救
命
棟
の

改
修
に
賛
成
す
る
人
は
い
な
い
。
病
院

業
務
、
入
院
病
棟
や
救
急
救
命
セ
ン

タ
ー
の
復
活
、
外
来
の
外
科
が
少
な
い

か
ら
外
科
も
き
ち
ん
と
そ
ろ
え
、
人
工

透
析
も
継
続
す
る
と
い
う
ふ
う
に
し
て

も
ら
い
た
い
。
最
新
の
Ｃ
Ｔ
や
Ｍ
Ｒ
Ｉ

を
買
っ
て
、
皆
さ
ん
の
治
療
の
最
先

端
を
担
っ
て
も
ら
い
た
い
。
行
政
は
命

に
関
わ
る
も
の
が
優
先
で
あ
り
、
新
庁

舎
を
造
ら
な
く
て
も
死
に
は
し
な
い

答　
市
長　
救
急
に
係
る
維
持
費
が
ど

れ
ぐ
ら
い
だ
か
ご
存
じ
で
い
ら
っ
し
ゃ

る
で
し
ょ
う
か
。
庁
舎
と
し
て
は
、
職

員
の
と
こ
ろ
の
命
は
ど
う
で
も
い
い
と

い
う
よ
う
な
表
現
を
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
感
じ
に
し
か
私
は
受
け
止
め
ら
れ
ま

せ
ん
。
と
な
る
と
、
地
震
の
と
き
に
、

庁
舎
が
壊
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
対
し
て

は
、
ど
こ
で
そ
の
業
務
や
指
揮
に
当
た

る
の
か
。

北
浦
荘

問　
民
間
と
連
携
し
て
検
討
し
ま
す
と

言
っ
た
け
れ
ど
も
、
ど
う
な
っ
て
い
る

か答　
市
長　
民
営
で
や
っ
て
い
た
だ
け

る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
、
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン

グ
を
や
る
し
か
な
い
の
か
な
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

問　
半
年
前
か
ら
男
湯
の
蛇
口
が
１
個

壊
れ
て
い
る
。
10
日
ほ
ど
前
に
は
も
う

１
つ
の
蛇
口
が
壊
れ
、
６
つ
し
か
な
い

蛇
口
の
う
ち
２
つ
出
な
い
の
だ
が

答　
市
長　
議
員
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
と

こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
直
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
。

市
営
路
線
バ
ス

問　
境
町
の
よ
う
に
、
自
動
運
転
バ
ス

を
導
入
し
た
ら
良
い
の
で
は
な
い
か

答　
市
長　

境
町
を
参
考
に
し
な
が

ら
、
や
れ
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
の
も
の

は
考
え
て
い
き
た
い
。



一般質問

小林　久�議員
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各
部
の
主
な
事
業

問　
主
な
事
業

答　
市
長　
「
子
育
て
す
る
な
ら
な
め

が
た
」
へ
の
取
組
。「
地
域
の
賑
わ
い

と
活
性
化
」
仮
称
行
方
パ
ー
キ
ン
グ
周

辺
の
地
域
振
興
施
設
整
備
に
向
け
た
取

組
。「
良
質
で
効
率
的
な
新
た
な
行
政

運
営
」
書
か
な
い
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
、
多
目
的
車
両
を
活
用
し
た
移
動
市

役
所
の
実
施
、
自
治
体
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア

の
導
入
検
討
を
進
め
ま
す
。

新
副
市
長
の
所
信

問　
副
市
長
の
所
信
と
思
い

答　
副
市
長　
相
互
理
解
の
上
、
行
政

運
営
を
行
う
べ
き
と
考
え
て
い
ま
す
。

本
年
、
庁
舎
建
設
に
か
か
わ
る
調
査
が

予
算
化
さ
れ
、
今
後
、
建
築
手
法
等
が

検
討
さ
れ
、
特
例
の
期
限
、
物
価
高
騰

を
鑑
み
ま
す
と
、
猶
予
の
な
い
状
況
、

市
民
、
審
議
会
、
議
員
、
行
政
の
相
互

理
解
・
協
力
が
不
可
欠
と
考
え
て
い
ま

す
。
農
業
に
お
い
て
は
、
本
市
の
生
産

物
に
対
し
、
消
費
者
、
実
需
者
の
評
価

や
市
場
価
格
が
追
い
つ
い
て
お
ら
ず
、

も
っ
た
い
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
本

県
の
農
産
物
は
、
安
く
大
量
に
出
回
る

産
地
と
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
努
力
し

て
い
る
農
家
が
輝
け
る
よ
う
、
農
業
施

策
の
展
開
を
推
進
し
ま
す
。

新
教
育
長
の
所
信

問　
教
育
長
の
思
い
を
伺
う

答　
教
育
長　
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
積

極
的
な
活
用
に
よ
る
個
別
最
適
な
学
び

の
実
現
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
教
育
を
展
開

す
る
上
で
の
実
践
的
な
英
語
能
力
の
育

成
。
教
職
員
の
働
き
方
改
革
の
推
進
及

び
持
続
可
能
な
部
活
動
の
環
境
整
備
。

地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
の
具
現
化
の

た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
充

実
。
郷
土
史
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
生

涯
学
習
・
郷
土
教
育
の
充
実
。
文
化
活

動
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
充
実
。
こ
れ
ら

の
取
り
組
み
に
よ
り
、
郷
土
と
社
会
の

未
来
を
切
り
開
く
人
材
の
育
成
を
進
め

ま
す
。

議会トピックス

茨城県筑西市議会　三浦　譲 議員（１名）
期　　日：令和６年５月 14 日
視察内容：中小農家に対する農業補助金等の支援と
　　　　　若手後継者育成の取り組みについて

本市のソフト面での取り組み方をぜひご教示いた
だきたい、とのことで来訪されました。
三浦様の今後ますますのご活躍を祈念いたします。

行方市に視察に来訪されました



委員会レポート

総務委員会
期日：４月24日、６月 11日　委員長：土子　浩正

　４月 24 日と６月 11 日、霞ケ浦ふれあいランド再生整備事業について、工事の進捗状況を
含め、施設の維持管理及び運営業務を確認しました。現地では、事業者から説明を受け、現況
を調査しました。

議会トピックス

　この度、市政の振興に努めた功績を称え、全国
市議会議長会から４名、茨城県市議会議長会から
３名の議員に表彰状及び記念品が贈呈されました。

◆全国市議会議長会表彰（議員 25 年）
　茨城県市議会議長会表彰（議員 25 年）
　　髙栁　孫市郎　議員
◆全国市議会議長会表彰（議長４年）
　　岡田　晴雄　議員
◆全国市議会議長会表彰（議員 20 年）
　茨城県市議会議長会表彰（議員 20 年）
　　鈴木　義浩　議員
◆全国市議会議長会表彰（副議長４年）
　茨城県市議会議長会表彰（議員 20 年）
　　大原　功坪　議員 今後ますますのご活躍を

お祈り申し上げます。

表彰されました
（全国市議会議長会、茨城県市議会議長会から）

（左から）
鈴木 義浩 議員、大原 功坪 議員、
髙栁 孫市郎 議員、岡田 晴雄 議員
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６月 11 日　歩廊の様子６月 11 日　園内の様子



の
り
よ
だ
会
議

を
想
感
ご
・
見
意
ご

。
す
ま
り
お
て
し
ち
待
お

皆様のご意見は各委員会に伝え、
今後の市政へと活かしていきます！

　市内の中学生の生徒さんは自転車通学の際、ヘルメット着用の上、
反射たすきもかけて走行されています。あいさつも積極的にしてくだ
さる生徒さんも多いです。その一方で市内の道路は街灯が少なく、狭
い道も多いので暗くなると危険になる道が多いです。生徒さんは自助
努力を十分に果たしていると思います。市には行政として、街灯を増
やすなど安全な通学路の整備を図るとともに、未来を担っていく人材
のための街づくりを推進して頂きたいです。 （40 代男性）

　行方市の歴史・文化・人的遺産を発掘し、調査し整
理できる専門知識を有する学芸員を登用する考えはな
いですか。従来、行方市では、市内の研究家や市外の
学芸員等の指導に負うところが多く、伝承や後世の二
次資料に基づいてリーフレットが作成される傾向にあ
り、それが誤解を生む要因の一つでした。
　行方市の将来のため、史料を埋もれさせることなく、
正しく解釈できる専門知識を持つ学芸員を採用してい
ただけるよう切望します。 （60 代男性）

　霞ケ浦ふれあいランド内の動物園も、やっと開園す
るとのこと。入場料金はほかの動物園と比べると、か
なり高いようですので、我々 65 歳以上と子どもたちの
料金を見直してもらいたいです。
　また、市長・議員の皆さんのご協力で、早く新庁舎
の建設を新築で決めてください。お願いします。
 （60 代男性）

５月
　10 日 全員協議会　予算決算常任委員会
　14 日 行政視察受入（筑西市議会）
　23 日 議会運営委員会　全員協議会
　31 日 議会運営委員会
 令和６年第２回定例会（開会）
 広報委員会
６月
　 ４ 日 本会議（一般質問）
　 ５ 日 本会議（一般質問）
　 ７ 日 本会議
　11 日 総務委員会
　12 日 教育厚生委員会
　13 日 経済建設委員会
　14 日 予算決算常任委員会
　20 日 議会運営委員会　全員協議会
 令和６年第２回定例会（閉会）
７月
　 ２ 日 広報委員会
　 ３ 日～４日　総務委員会行政視察
　 ９ 日 教育厚生委員会
　10 日 行方市ハラスメント防止研修会
　11 日 全員協議会
 予算決算常任委員会行政視察
　26 日 経済建設委員会

　　行方市議会情報を、市公式
ホームページに掲載しています。
ホームページでは、過去の市議会だよ
りも見ることができます。

（https://www.city.namegata.ibaraki.jp/）

広報委員会
委 員 長　小　林　　　久
副委員長　宮　嵜　和　洋
委　　員　鈴　木　　　裕
　　〃　　　小野瀬　忠　利
　　〃　　　阿　部　孝太郎
　　〃　　　山　口　律　理

次の定例会は　「令和６年　第３回　定例会」
９月３日（火）　開会の予定です。

〇詳細は、市議会ホームページでご案内しています。

　（https://www.city.namegata.
ibaraki.jp/page/dir000067.html）

〇ご不明な点は、議会事務局（☎ 0299-
　55-0111）へお問い合わせください。

ちょっとひと言!!

市民の声

～議会日誌 ～議 会 ト ピ ッ ク ス
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未来のための明るい街づくりへ

専門知識を持つ学芸員の採用を 動物園の料金改定と庁舎の新築を

市内中学生　登下校の様子


